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れ へ
ば の
な 誇

と協
し力
たし
地な
域が
づら
く一
り体
を的

に い
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５ ４ ３ ２
る う

前 知 。 知 推 。
二 事 進 ）事
項 は 計 をは
の 、 画 策、
規 推 は 定推
定 進 、 し進
は 計 観 な計

第 第（ （
推 る 八 県九
進 こ 条 民条
計 と の
画 に 県 役知
） よ 民 割事

っ は ）は
て 、、
、 観観

第 第（
役 も 七 観 う 六
割 に 条 光 努 条
を 、 事 め
果 他 観 業 る 観
た の 光 者 こ 光
す 事 事 の と 関
も 業 業 役 に 係
の 者 者 割 よ 団

第（ （
観 県 五 市 し
光 が 条 町 た
関 実 の 施
係 施 市 役 策
団 す 町 割 を
体 る は ） 推
の 観 、 進
役 光 基 す

の
振
興
に
関
す
る
基
本
的
施
策

、 画 光 け画
推 を の れの
進 策 振 ば案
計 定 興 なを
画 し に ら作
の た 関 な成
変 と す いし
更 き る 。よ
に は 施う
つ 、 策と
い 遅 をす
て 滞 総

観 光光
光 にの
の 対振
振 す興
興 るに
に 関関 積 心す 極 及る 的 び施 な 理策 役 解の 割 を

と と は ） っ 体
す の 、 て は
る 連 自 、 、
。 携 ら 観 地

を の 光 域
図 事 の に
り 業 振 お
な 活 興 け
が 動 に る
ら が 積 多
観 魅 極 様
光 力 的 な

割 の 本 る
） 振 理 よ

興 念 う
に に 努
関 の め
す っ る
る と も
施 り の
策 、 と
と 自 す
連 主 る
携 的 。る

準 な 合と
用 く 的き
す 、 かは
る こ つ、
。 れ 計あ

を 画ら公 的か表 にじし 推めな 進、け す

総 を 深
合 果 め
的 た る
か す と
つ も と
計 の も
画 と に
的 す 、
な る 地
推 。 域
進 の

旅 あ な 主
行 る 役 体
者 観 割 の
の 光 を 合
需 地 果 意
要 域 た 形
の づ す 成
高 く も を
度 り の 促
化 に と 進
に 資 す し

す か
る つ
よ 主
う 体
努 的
め に
る そ
も の
の 地
と 域
す の県れ る民ば たのな め意ら の見な 基をい 本反。 的映 なす 事る 項

こ そ

魅を
力図
をる
認た
識め
し、
、観
地光
域の
へ振
の

対 す る 、
応 る 。 関
し も 係
た の 者
サ で が
ー あ 一
ビ る 体
ス こ と
の と な
提 を っ
供 認 た

る 特
。 性

を
生
か
し
た
観
光
の
振

と の
が 他
で 必
き 要
る な
よ 事
う 項
に を
適 定
切 め
な る

興
誇の り推 と進 愛に 着関 をす 持

る っ
計 た
画 お

も（

に 識 魅
努 し 力
め 、 あ
る 創 る
こ 意 観
と 工 光
に 夫 地
よ を 域
っ 生 づ
て か く
、 し り

興
に
関
す
る
施
策
を
講
ず
る

措 も
置 の
を と
講 す
ず る
る 。
も
の
と
す

以 て
下 な

し「
推 を
進 す
計 る
画 よ
」 う
と 努
い め

観 た を
光 事 積
の 業 極
振 活 的
興 動 に
に を 推
積 行 進
極 う す
的 と る
な と よ

よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
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第 （
十 お
六 も
条 て

な
県 し
は の
、 向
観 上

２ 第 （
を び 十 観
育 県 に 五 光
成 は 地 条 の
す 、 域 振
る 大 の 県 興
た 学 固 は に
め 等 有 、 寄
の の 観 与（

第 第（
ず 連 十 観 実 十
る 携 四 光 施 三
も の 条 産 、 条
の 推 業 魅
と 進 県 の 力 県
す 、 は 振 あ は
る 観 、 興 る 、
。 光 観 ） 観 観

第（ （
観 旅 十 新 景
光 行 二 た 地
旅 、 条 な 、
行 心 観 良
者 身 県 光 好
の の は 旅 な
来 健 、 行 景
訪 康 新 の 観

第 第（ （
十 観 す 十 魅
一 光 る 条 力
条 資 観 あ

源 光 県 る
県 の の は 観
は 活 振 、 光
、 用 興 地 地
観 に に 域 域

光 ）
旅
行
者
に
対
す
る
お
も
て
な

取 学 文 光 す
組 校 化 の る
と 教 、 振 人
積 育 歴 興 材
極 法 史 に の
的 等 寄 育（
に 昭 に 与 成
連 和 関 す ）
携 二 す る
協 十 る 人
力 二 知 材
す 年 識 の

旅 光 光 光
行 産 旅 旅
者 業 行 行
の の に 者
需 振 係 の
要 興 る 来
の を 商 訪
高 図 品 及
度 る の び
化 た 開 滞
及 め 発 在
び 、 の の

及 の た 分 、
び 保 な 野 温
滞 持 観 の 泉
在 増 光 開 そ
の 進 旅 拓 の
促 の 行 ） 他
進 た の 文
） め 分 化

の 野 、
観 の 産
光 開 業
旅 拓 等

光 よ 関 の づ
資 る す 特 く
源 魅 る 性 り
の 力 取 を の
活 あ 組 生 推
用 る の か 進
に 観 促 し ）
よ 光 進 た
る 地 そ 魅
魅 の の 力
力 形 他 あ
あ 成 の る

し
の
向
上
を
図
る
た
め
、
県

る 法 の 育
よ 律 普 成
う 第 及 を
努 二 の 図
め 十 促 る
る 六 進 た
も 号 そ め
の ） の 、
と に 他 観
す 規 の 光
る 定 必 事

観 観 促 促
光 光 進 進
旅 産 そ を
行 業 の 図
の の 他 る
形 経 の た
態 営 必 め
の 基 要 、
多 盤 な 山
様 の 施 口
化 強 策 県

行 を に
そ 図 関
の る す
他 た る
の め 観
多 、 光
様 自 資
な 然 源
観 体 の
光 験 開
旅 活 発

る ） 必 観
観 要 光
光 な 地
地 施 域
の 策 づ
形 を く
成 講 り
を ず の
図 る 推
る も 進
た の を

民
の
観
光
旅
行
者
と
の
交
流

。 す 要 業
る な に
大 施 従
学 策 事
及 を す
び 講 る
高 ず 者
等 る 及
専 も び
門 の 観
学 と 光

に 化 を の
対 に 講 多
応 関 ず 彩
し す る な
た る も 魅
良 相 の 力
質 談 と に
な 及 す 関
サ び る す
ー 支 。 る
ビ 援 情

行 動 、
の 、 保
形 農 護
態 林 及
の 漁 び
普 業 育
及 、 成
そ 工 の
の 業 促
他 そ 進
の の そ

め と 図
、 す る
史 る た
跡 。 め
、 、
名 地
勝 域
、 の
天 多
然 様
記 な

の
意
欲
及
び
地
域
の
観
光
資

校 す の
を る 振
い 。 興
う に
。 意
） 欲
が の
行 あ
う る
観 者
光 の

ス を 報
の 行 の
提 う 発
供 体 信
の 制 、
確 の 観
保 充 光
の 実 宣
促 、 伝
進 観 活
そ 光 動

必 他 の
要 の 他
な 産 の
施 業 必
策 に 要
を 関 な
講 す 施
ず る 策
る 体 を
も 験 講
の 活 ず

念 主
物 体
等 が
の 合
文 意
化 形
財 成
、 を
歴 図
史 り
的 な

源
に
関
す
る
理

七 解
の
増
進

の 知
振 識
興 及
に び
寄 能
与 力
す の
る 向
人 上
材 並

の 事 の
他 業 重
の 者 点
必 相 的
要 互 か
な の つ
施 有 効
策 機 果
を 的 的
講 な な

と 動 る
す 等 も
る を の
。 目 と

的 す
と る
す 。
る
観
光

風 が
土 ら
、 一
優 体
れ と
た な
自 っ
然 て
の 実
風 施
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第 第（ （
二 財 る 二 推 う
十 政 も 十 進 努
二 上 の 一 体 め
条 の と 条 制 る

措 す の も
県 置 る 県 整 の
は ） 。 は 備 と
、 、 ） す

２ 第 （
う 二 広 の

県 努 十 域 推
は め 条 的 進
、 る な そ
市 も 県 連 の
町 の は 携 他
が と 、 ） の
そ す 観 必

第 第（ （
十 観 内 十 外 び
九 光 の 八 国 に
条 地 サ 条 人 観

に ー 観 光
県 お ビ 県 光 地
は け ス は 客 ま
、 る の 、 の で
観 環 向 外 来 の

第 （
十 観 品 原 の
七 光 の 材 推
条 旅 開 料 進

行 発 と 、
県 者 の し 県
は の 促 て 産
、 利 進 製 品
観 便 そ 造 （

県
観
光
審
議
会

観 市 る
光 町 。
の 、
振 観
興 光
に 関
関 係
す 団
る 体
施 、
策 観
を 光

の る 光 要
区 。 の な
域 振 施
を 興 策
超 に を
え 関 講
て す ず
行 る る
う 施 も
広 策 の
域 を と
的 効 す

光 境 上 国 訪 移
地 及 そ 人 の 動
に び の 観 促 の
お 良 他 光 進 た
け 好 の 客 ） め
る な 外 の の
環 景 国 来 交
境 観 人 訪 通
及 の 観 の 手
び 保 光 促 段
良 全 客 進 の
好 ） の を 確

光 の の さ 県
旅 増 他 れ 内
行 進 の 、 で
者 ） 必 又 生
の 要 は 産
利 な 加 さ
便 施 工 れ
の 策 さ 、
増 を れ 採
進 講 た 取
を ず 物 さ
図 る 品 れ

推 事
進 業
す 者
る 、
た 県
め 民
、 等
必 と
要 連
な 携
財 し

な 果 る
観 的 。
光 に
の 推
振 進
興 す
に る
関 た
す め
る 、
施 近

な 受 図 保
景 入 る の
観 れ た 促
の の め 進
保 体 、 そ
全 制 来 の
を の 訪 他
図 整 の の
る 備 た 必
た の め 要
め 促 の な

る も を 、
た の い 若
め と う し
、 す 。 く
旅 る ） は
行 。 、 水
関 食 揚
連 文 げ
施 化 さ
設 そ れ
及 の た

政 つ
上 つ
の 、
措 観
置 光
を の
講 振
ず 興
る に
よ 関
う す

策 隣
を の
促 県
進 そ
す の
る 他
た 共
め 通
、 す
市 る
町 観

、 進 交 施
県 そ 通 策
民 の 手 を
及 他 段 講
び の の ず
観 必 確 る
光 要 保 も
旅 な 、 の
行 施 県 と
者 策 内 す
の を に る

び 他 農
公 の 林
共 生 水
施 活 産
設 文 物
の 化 又
利 、 は
便 産 県
性 業 内
、 等 で
快 の 製

努 る
め 施
る 策
も を
の 積
と 極
す 的
る に
。 推

進
す

間 光
の 資
円 源
滑 を
な 有
連 す
携 る
が 地
図 方
ら 公
れ 共

環 講 お 。
境 ず け
の る る
保 も 交
全 の 通
に と 、
関 す 宿
す る 泊
る 。 そ
知 の
識 他

適 紹 造
性 介 さ
及 の れ
び 強 、
安 化 若
全 、 し
性 地 く
の 域 は
向 の 加
上 特 工
、 色 さ

る
た
め
の
体
制
を
整
備
す

る 団
よ 体
う と
助 連
言 携
等 協
を 力
行 す
う る
よ よ

の の
向 情
上 報
及 の
び 提
理 供
解 、
の 通
増 訳
進 案

情 を れ
報 生 た
通 か 物
信 し 品
技 た 及
術 魅 び
の 力 こ
活 あ れ
用 る ら
並 商 を
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県 行 条 成
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施 三 二
行 前
期 附 三 観 観
日 項 光 光
） 則 に に 関

定 関 係
め 心 団
る と 体

３ ２ 第
一 県 二

委 審 観 十
学 員 議 光 三
識 は 会 審 条
経 、 は 議
験 次 、 会 観
を に 委 光（
有 掲 員 以 に

徴 条
収 例
条 の
例 規

定（
昭 中
和 「
二 不
十 服
五 申
年 立
山 て

条 法 号 二
例 の 月
及 施 二
び 行 十
人 に 二
事 伴 日
行 う
政 関
の 係
運 条
営 例
等 の

施 口 に 関 布
行 県 関 す の
に 観 す る 日
伴 光 る 条 か
う 審 条 例 ら
関 議 例 の 施
係 会 一 行（
条 の 昭 部 す
例 項 和 改 る
の を 二 正 。
整 削 十 ）
備 る 八

も 理 の
の 解 役
の の 職
ほ あ 員
か る
、 青
審 年
議
会
の
組
織

す げ 二 下 関
る る 十 す「
者 者 人 審 る

の 以 議 重
う 内 会 要
ち で 」 事
か 組 と 項
ら 織 い に
、 す う つ
知 る 。 い
事 。 ） て
が を の

口 」
県 を
条 「
例 審
第 査
三 請
十 求
九 」
号 に
） 改
第 め

の 整
状 備
況 等
の に
公 関
表 す
に る
関 条
す 例
る
条

等 。 年
に 山
関 口
す 県
る 条
条 例
例 第
を 五
こ 十
こ 一
に 号

及
び
運
営
に
つ
い
て
必
要
な

任 置 調
命 く 査
す 。 及
る び
。 審

議
並
び
に
観
光

十 る
八 。
条
第
一
項

例
の
一
部
改
正
）

公 ）
布 の
す 一
る 部
。 を

次
の
よ
う
に
改

事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

の
振
興
に
関
す
る
施
策
に
つ

山
口
県
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事
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項 料
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改 和 二 る

の 号 条 与 営
給 ） 例 に 等
与 第 の 関 の
に 十 規 す 状
関 八 定 る 況
す 条 中 条 の
る 第 例 公「
条 一 行 及 表
例 項 政 び に

本 不 一 関（
昭 文 服 般 す
和 」 審 職 る

ら 年
四 山
の 口
項 県
ま 条
で 例
を 第
一 一
項 号
ず ）
つ の

め 三 十 条
る 十 九 例
。 七 年 （

年 山 昭
法 口 和
律 県 二
第 条 十
百 例 七
六 第 年
十 五 山
号 号 口

二 に 査 に 条
十 改 法 属 例
六 め す（ （
年 る 昭 る 平
山 。 和 学 成
口 三 校 十
県 十 職 七
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共 平
済 成
年 二

・ ・
七 八
五 八

国
共
済
法
第
八
十
二
条
第
二

八 す 生 改法
条 る 年 正（
第 法 金 す昭
一 律 保 る和
項 の 険 法三
の 一 法 律十
規 部 等 三 （
定 の の 平年
に 施 一 成法
よ 行 部 二律
り に を 十

償用 る
し 条年
、 例金
施 、 （
行 以障
日 下害
前 補 「
の 改償
期 正年
間 後金
に の

項
に
規
定
す
る
公
務
等
に
よ

第読 伴 改 四百み う 正 年二替 国 す 法十え 家 る 律八ら 公 法 第号れ 務 律 六）た 員 の 十
平 共 施 三（

以成 済 行 号
下二 組 及 。

十 合 び 以「

又
係 条は
る 例遺年 」族金 と補た い償る う年補 。金償 ）
及 附（

以び 則
下施 第

る
旧
職
域
加
算
障
害
給
付

改四 法 国 下
正年 に 家 「
前一 よ 公 平
国元 る 務 成
共化 長 員 二
済法 期 の 十
法附 給 退 四
」則 付 職 年
と第 等 給 一

三 に 付 い 元

行 五「
年日 条
金前 の
たに 規
る支 定
補給 は
償す 、
」べ こ
とき の

事 い 条

二
〇
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山
口
県 山
税 口
賦 県
課 税
徴 賦
収 課

山
口 山
県 平 口
条 成 県
例 二 税
第 十 賦
五 七 課
十 年 徴
二 十 収

正 る く 国 の 生
後 地 は 家 給 年
の 方 遺 公 付 金
条 公 族 務 水 若
例 務 共 員 準 し
附 員 済 共 の く
則 共 年 済 見 は
第 済 金 組 直 遺

者 効 平 条 四
が 力 成 第 十
同 を 二 五 七
一 有 十 項 号
の す 七 の 。
支 る 年 規 以
給 も 地 定 下
事 の 共 に 「

法 保 る 又（
律 険 昭 は公
の 法 和 平務
一 等 三 成等
部 の 十 二に
を 一 七 十よ
改 部 年 四る
正 を 法 年旧

条 徴
例 収
の 条
一 例
部 及
改 び
正 山
） 口

県
産
業
廃

号 二 条
月 例
二 及
十 び
二 山
日 口

県
産
業
廃
棄
物

五 組 又 合 し 族
条 合 は 法 等 厚
第 を 平 第 の 生
一 い 成 二 た 年
項 う 二 十 め 金
の 。 十 一 の 、
規 ） 四 条 国 平
定 が 年 第 家 成
は 支 一 一 公 二
、 給 元 項 務 十
適 す 化 に 員 四
用 る 法 規 退 年

由 と 済 よ 平
に さ 経 り 成
よ れ 過 な 二
り た 措 お 十
平 改 置 そ 七
成 正 政 の 年
二 前 令 効 地
十 地 第 力 共
四 共 七 を 済
年 済 条 有 経
一 法 第 す 過
元 第 一 る 措

す 改 律 一職
る 正 第 元域
法 す 百 化加
律 る 五 法算
の 法 十 附遺
施 律 二 則族
行 及 号 第給
に び 。 三付
伴 地 以 十に
う 方 下 六係
地 公 条る「
方 務 改 第

棄
物
税
条
例
の
一
部
を
改
正

税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

し 年 附 定 職 一
な 金 則 す 手 元
い で 第 る 当 化
。 あ 六 国 法 法

る 十 家 等 附
給 五 公 の 則
付 条 務 一 第
の 第 員 部 四
う 一 共 を 十
ち 項 済 改 一
障 の 組 正 条

化 九 項 も 置
法 十 の の 政
第 九 規 と 令
一 条 定 さ 」
条 の に れ と
の 二 よ た い
規 第 り 改 う
定 三 読 正 。
に 項 み 前 ）
よ に 替 地 第
る 規 え 共 七

も
公 員 正 五の
務 等 前 項に
員 共 地 の限
等 済 共 規る共 組 済 定。済 合 法 に）組 法 」 よ又合 及 と りは法 び い な平に 被 う お成よ 用 。 そ

す
る
条
例

条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

害 規 合 す 第
共 定 連 る 一
済 に 合 法 項
年 よ 会 律 の
金 り を 規（
若 組 い 平 定
し 合 う 成 に
く 。 二 よ（
は 平 ） 十 り
遺 成 が 四 国
族 二 支 年 家

改 定 ら 済 条
正 す れ 法 第
後 る た 第 一
の 公 平 八 項
厚 務 成 十 の
生 等 二 七 規
年 に 十 条 定
金 よ 四 第 に
保 る 年 二 よ
険 旧 一 項 り
法 職 元 に 読

二る 者 ） の十長 年 に 効四期 金 よ 力年給 制 る を一付 度 職 有元等 の 域 す化に 一 加 る法関 元 算 も第す 化 額 の
三る 等 と（
条経 を 被 さ

山
口
県
知
事

村

共 十 給 法 公
済 四 す 律 務
年 年 る 第 員
金 一 年 九 共
の 元 金 十 済
支 化 で 六 組
給 法 あ 号 合
を 附 る ） 連
受 則 給 第 合
け 第 付 五 会
る 五 の 条

域 化 規 み（
昭 加 法 定 替
和 算 附 す え
二 遺 則 る ら
十 族 第 公 れ
九 給 六 務 た
年 付 十 等 平
法 に 条 に 成
律 係 第 よ 二
第 る 五 る 十
百 も 項 旧 四

の過 図 用 れ
規措 る 者 た
定置 た 年 改
にに め 金 正
よ関 の 制 前
るす 厚 度 国
改る 生 の 共
正政 年 一 済
前令 金 元 法
の保 化 第（
地平 険 等 八

二
一

岡

嗣

政

（
と 十 う の 国
き 六 ち 規 家
は 条 障 定 公
、 第 害 に 務
当 二 共 よ 員
分 項 済 る の
の に 年 改 退
間 規 金 正 職
、 定 若 後 給
改 す し の 付

十 の の 職 年
五 に 規 域 一
号 限 定 加 元
） る に 算 化
に 。 よ 障 法
よ ） り 害 附
る の な 給 則
障 受 お 付 第
害 給 そ 又 六
厚 権 の は 十

方成 法 を 十
公二 等 図 九
務十 の る 条
員七 一 た 第
等年 部 め 三
共政 を の 項
済令 改 厚 に
組第 正 生 規
合三 す 年 定

百 る 金 法 す
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附

則

所 て（
及 第 個 第 第 は
び 十 人 十 十 、
氏 七 番 四 二 住
名 条 号 条 条 所
又 第 又 第 第 及
は 二 は 一 三 び
名 項 法 項 項 氏

第
す 等 二

第 る に 第 条
十 法 関 十
一 人 す 条 山
条 番 る 第 口
第 号 法 一 県
二 を 律 項 産
項 い 第 業（

（
山 称 住 め「
口 ） 及 第 所 の
県 」 び 及 番六
産 に 氏 び 号十
業 改 名 氏 の七
廃 め 又 名 利条
棄 る は 又 用の
物 。 名 は 等六

第
名 律 一

第 ） 第 条（
六 」 平 五
十 に 成 十 山
七 改 二 三 口
条 め 十 条 県
の る 五 第 税
五 。 年 四 賦

称 第 人 第 中 名
） 一 番 一 又「
」 号 号 号 第 は
に 中 を 、 十 名
改 有 第 五 称「
め 及 し 十 条 ）
る び な 五 第 」
。 氏 い 条 四 に

名 者 第 項 改
」 に 一 、 め
を あ 号 第 る

つ 及 十 。

第 う 平 一 廃
一 。 成 号 棄
号 以 二 中 物
中 下 十 税「

同 五 及 条「
及 じ 年 び 例
び 。 法 氏 （
氏 ） 律 名 平
名 第 又 成（
又 個 二 は 十
は 人 十 名 五
名 番 七 称 年

税 称 名 に第
条 」 称 関二
例 を ） す項
の 」 る第「
一 、 に 法一
部 氏 改 律号
改 名 め 第、
正 又 る 二第
） は 。 条八

名 第十
称 十一
及 五

第 法 項 課
一 律 第 徴
号 第 一 収
中 二 号 条

十 中 例「
及 七 「 （
び 号 及 昭
氏 ） び 和
名 第 氏 二
又 二 名 十
は 条 」 五
名 第 を 年「

、 て び 五
氏 は 第 条
名 、 十 の
又 住 六 二
は 所 条 」
名 及 第 を
称 び 二 「
及 氏 項 第
び 名 第 十
個 又 一 五
人 は 号 条

称 号 号 」 山
」 又 ） を 口
を は 第 県「

法 二 、 条「
、 人 条 氏 例
氏 番 第 名 第
名 号 五 又 四
又 を 項 は 十
は 有 に 名 号
名 し 規 称 ）
称 な 定 及 の

条
び 項の
個 に十
人 規第
番 定二
号 す項又 る第は 法一法 人号人 番イ番 号、号 を

称 五 山「
」 項 、 口
を に 氏 県

規 名 条「
、 定 及 例
氏 す び 第
名 る 個 三
又 個 人 十
は 人 番 九
名 番 号 号
称 号 ）

番 名 中 の
号 称 二「
又 ） 及 の
は 」 び 二
法 に 氏 、
人 改 名 第
番 め 又 十
号 る は 五

。 名 条（
個 称 の
人 」 二

及 い す び 一
び 者 る 個 部
個 に 個 人 を
人 あ 人 番 次
番 つ 番 号 の
号 て 号 よ（
又 は を 行 う
は 、 い 政 に
法 住 う 手 改
人 所 。 続 正
番 及 以 に す

同 い項（
個 う第人 。三番 以号号 下イ又 同、は じ第法 。八人 ）十番 （

一号 個

（
及 を 行 の
び い 政 一
個 う 手 部
人 。 続 を
番 以 に 次
号 下 お の
又 同 け よ
は じ る う
法 。 特 に
人 ） 定 改
番 の 正

番 を の
号 三「
又 、 」
は 氏 に
法 名 改
人 又 め
番 は る
号 名 。
を 称
有 及
し び

号 び 下 お る
氏 同 け 。（

個 名 じ る
人 又 。 特
番 は ） 定
号 名 又 の
又 称 は 個
は ） 法 人
法 」 人 を
人 に 番 識
番 改 号 別

条を 人
の有 番
十し 号
九な 又
第い は
一者 法
項に 人
第あ 番
一つ 号
号て を
及は 有

（
号 個 個 す

人 人 る（
行 番 を 。
政 号 識
手 を 別
続 有 す
に し る
お な た
け い め
る 者 の
特 に 番

な 個
い 人
者 番
に 号
あ 又
つ は
て 法
は 人
、 番
住 号

号 め す（
を る 同 る
有 。 条 た
し 第 め
な 十 の
い 五 番
者 項 号
に に の
あ 規 利
つ 定 用

び、 し
第住 な
九所 い
十及 者
四び に
条氏 あ
第名 つ
一又 て
号は は

名 中 、

定 あ 号
の つ の
個 て 利
人 は 用
を 、 等
識 住 に
別 所 関
す 及 す
る び る
た 氏 法

二
二
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徴 第
収 十
猶 一
予 条
に の
係 二
る か
徴 ら

山
山 口
口 県 平
県 山 条 成
税 口 例 二
賦 県 第 十
課 税 五 七
徴 賦 十 年
収 課 三 十

４
山 な い 物
口 お て 改 の
県 従 適 正 埋
税 前 用 後 立
賦 の し の 処
課 例 、 条 分
徴 に 同 例 の
収 よ 日 第 た

３ （
条 産 に に
第 第 業 つ お
一 二 廃 い け
号 条 棄 て る
の の 物 は ゴ
規 規 税 、 ル
定 定 に な フ
は に 関 お 場

２ １（ （
ゴ か 施

第 ル ら こ 行
一 フ 施 の 期
条 場 行 条 日
の 利 す 例 ）
規 用 る は
定 税 。 、
に に 平

収 第
金 十
の 三
分 条
割 ま
納 で
付 を
又 次
は の
分 よ
割 う
納 に

条 徴 号 二
例 収 月

条 二（
昭 例 十
和 の 二
二 一 日
十 部
五 を
年 改
山 正
口 す
県 る

条 る 前 十 め
例 。 に 二 の
の 申 条 最
一 請 第 終
部 さ 三 処
を れ 項 分
改 た の 場
正 第 規 へ
す 二 定 の
る 条 は 搬
条 の 、 入
例 規 平 に

、 よ す 従 の
施 る る 前 利
行 改 経 の 用
日 正 過 例 に
以 後 措 に 対
後 の 置 よ し
に 山 ） る て
行 口 。 課
わ 県 す
れ 産 べ
る 業 き
産 廃 ゴ

よ 関 成
る す 二
改 る 十
正 経 八
後 過 年
の 措 一
山 置 月
口 ） 一
県 日
税 か
賦 ら
課 施

入 改
） め

る
。

条 条
例 例
第
三
十
九
号
）
の
一
部

を 定 成 つ
こ に 二 い
こ よ 十 て
に る 八 は
公 改 年 、
布 正 四 な
す 前 月 お
る の 一 従
。 山 日 前

口 以 の
県 後 例

業 棄 ル
廃 物 フ
棄 税 場
物 条 利
の 例 用
埋 税（
立 以 に
処 下 つ
分 い「
の 改 て
た 正 適

徴 行
収 す
条 る
例 。
第 た
六 だ
十 し
七 、
条 第
の 二
五 条

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

産 に に
業 申 よ
廃 請 る
棄 さ 。
物 れ
税 る
条 改
例 正
第 後
十 の
二 条

め 後 用
の の し
最 条 、
終 例 施
処 」 行
分 と 日
場 い 前
へ う に
の 。 お
搬 ） け
入 第 る

第 中
一 山
号 口
の 県
規 産
定 業
は 廃
、 棄
こ 物
の 税
条 条

山
口
県
知
事
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条 例
第 第
一 十
項 二
の 条
規 第
定 一
に 項
よ の
る 規
徴 定

に 十 ゴ
つ 条 ル
い 第 フ
て 一 場
適 号 の
用 、 利
し 第 用
、 十 に
施 四 対
行 条 し
日 第 て

例 例
の 第
施 十
行 二
の 条
日 第

三（
以 項
下 の

改「
施 正

二
三

岡

嗣

政

収 に
の よ
猶 る
予 徴
に 収
つ の
い 猶
て 予
は に
、 つ

前 一 課
に 項 す
行 第 る
わ 一 ゴ
れ 号 ル
た 及 フ
産 び 場
業 第 利
廃 十 用
棄 五 税

行 規
日 定
」 は
と 、
い 同
う 年
。 四
） 月
以 一
後 日
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四

当
該
猶
予
を
受

第 （
三 二 一 十 徴

で 二 収
前 納 き 法 条 猶
号 付 な 第 予
の し い 十 法 の
金 、 事 五 第 申
額 又 情 条 十 請
の は の 第 五 手

５
に そ 金 額
通 の 知 額 を
知 変 事 そ 定
し 更 は の め
な 後 、 他 た
け の 第 必 と
れ 各 三 要 き
ば 納 項 な は

４ ３ ２
は つ 分

知 納 き 知 割 知
事 入 や 事 納 事
は 金 む は 付 は
、 額 を 、 又 、
第 を 得 徴 は 前
二 変 な 収 当 項
項 更 い の 該 の

第
し す 又 四 十
て る は 項 一
納 期 徴 の 条
付 間 収 規 の
し 内 の 定 二
、 に 猶 に
又 お 予 よ 知
は い 期 る 事

け
よ
う
と
す
る
期
間

う 納 詳 一 条 続
ち 入 細 項 の 等
当 す 各 二 ）
該 べ 号 第
猶 き の 一
予 徴 い 項
を 収 ず に
受 金 れ 規
け の か 定
よ 年 に す
う 度 該 る
と 、 当 条

な 付 の 事 、
ら 期 規 項 そ
な 限 定 を の
い 又 に 当 旨
。 は よ 該 、

各 り 徴 当
納 分 収 該
入 割 の 分
期 納 猶 割
限 付 予 納
及 又 又 付
び は は 又

の す 理 猶 分 規
規 る 由 予 割 定
定 こ が 又 納 に
に と あ は 入 よ
よ が る 徴 の り
り で と 収 各 、
分 き 認 の 納 徴
割 る め 猶 付 収
納 。 る 予 期 の
付 と 期 限 猶
又 き 間 又 予
は は の は 又

納 て 間 徴 は
入 、 の 収 、
さ 当 延 の 法
せ 該 長 猶 第
る 徴 に 予 十
こ 収 係 を 五
と の る し 条
が 猶 徴 た 第
で 予 収 期 一
き 又 金 間 項
る は の の 若
。 徴 納 延 し

す 種 す 例
る 類 る で
金 、 事 定
額 納 実 め

期 が る
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を 、

猶「
施 予
行 期
令 間
」 が

日
と
す
る
。

部
分
に
限
る

二 。
七 ）

の
規
定

十 に い た
五 限 て 同
条 る は 号
の 。 、 に
五 ） な 掲
第 の お げ
一 規 従 る
項 定 前 規
の は の 定
規 、 例 に

二 二 税
十 十 法
八 六 等
年 号 の
四 ） 一
月 部（
一 以 を
日 下 改
以 正「
後 改 す

に 三
改 月
め 以
る 内
。 で

あ
る
場
合
又
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三
項
の
規
定
に
基
づ

２ え
、 第 十

地 同 四 地 下
方 条 条 方 認「
活 に 中 活 公 定
力 次 力 示 事「
向 の こ 向 日 業
上 一 の 上 」 者
地 項 条 地 と

九 八 七
向 上
上 地 特 地 認
地 方 定 域 定
域 活 業 特 地
を 力 務 定 方
い 向 施 業 活
う 上 設 務 力

を 山
第 地 第 過 口
二 方 一 疎 県
条 活 条 地 過 条
に 力 中 域 疎 例
次 向 等 地 第「
の 上 個 に 域 五
四 地 人 お 等 十
号 域 並 け に 四

過 は
平 疎 、
成 地 平
二 域 成
十 等 二
七 に 十
年 お 八
十 け 年

く
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
同
日

域 を 及 域 い 地
内 加 び 特 う 域
に え 第 定 。 再
お る 六 業 ） 生
い 。 条 務 か 法
て 」 施 ら 第
、 を 設 平 十
認 整 成 七「
定 こ 備 三 条
事 の 計 十 の
業 項 画 年 六
者 及 の 三 の

。 地 施 向
域 地 設 上

域 整 地
地 再 備 域
域 生 計 特
再 法 画 定
生 第 を 業
法 五 い 務
第 条 う 施
七 第 。 設
条 四 整
第 項 備

を 内 び る お 号
加 に に 県 け
え 設 」 税 る
る 置 を の 県
。 し 特 税「

た 個 例 の
認 人 に 特
定 、 関 例
事 」 す に
業 に る 関
者 改 条 す
」 め 例 る

二 る 四
月 県 月
二 税 一
十 の 日
二 特 以
日 例 後

に に
関 同
す 項
る に
条 規
例 定

の
翌
日
以
後
二
年
を
経
過
す

び 認 月 地（
地 第 定 三 方
域 六 を 十 公
再 条 受 一 共
生 第 け 日 団
法 一 た ま 体
第 号 同 で 等
十 」 条 の を
七 に 第 間 定
条 改 四 に め
の め 項 、 る

一 第 計
項 四 画
に 号
規 に 地
定 規 域
す 定 再
る す 生
認 る 法
定 特 （
地 定 平
域 業 成

を 、 条（
加 昭 例「
え 事 和 の
る 業 三 一
。 者 十 部

」 九 を
の 年 改
下 山 正
に 口 す

県 る「
並 条 条

の す
一 る
部 納
を 期
改 限
正 が
す 到
る 来
条 す
例 る
を 徴

る
日
ま
で
（
同
日
ま
で
に
同

二 、 に 地 省
第 規 域 令「
一 年 定 再 （
項 す 生 平（
第 以 る 法 成
一 下 認 第 二
号 」 定 十 十
に 及 事 七 七
掲 び 業 条 年
げ 者 の 総「
る 事 を 二 務

再 務 十
生 施 七
計 設 年
画 を 法
に い 律
記 う 第
載 。 二
さ 十
れ 四
て 号
い ）

び 例 例
に 第
認 五
定 十
地 九
方 号
活 ）
力 の
向 一
上 部
地 を

こ 収
こ 金
に に
公 つ
布 い
す て
る 適
。 用

す
る
。

条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
当

事 業 い 第 省
業 年 う 三 令
を 度 。 項 第
実 の 七（
施 以 規 十
す 下 定 三
る 」 に 号
者 の 基 ）
に 下 づ 第
限 に き 一
る 、 条

る 第
同 十
法 七
第 条
五 の
条 二
第 第
四 四
項 項
第 に
四 規

域 次
特 の
定 よ
業 う
務 に
施 改
設 正
整 す
備 る
計 。
画

山
口
県
知
事

村

該
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た

「
。 こ 同 に
） の 条 規
で 項 第 定
あ に 一 す
つ お 項 る
て い に 公
、 て 規 示
同 」 定 日
条 を す （
第 加 る 以

号 定
に す
規 る
定 認
す 定
る 地
地 方
方 活
活 力
力 向

に
従
つ
て
特
定
業
務
施
設

岡

嗣

政

二
八
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附 附
則 則
第 第
四 三
項 項
中 中
「 「
第 第

二
け か 別 二
る つ 償 年 地
当 、 却 を 方
該 土 設 経 活
土 地 備 過 力
地 の を す 向
の 取 新 る 上

第 （
一 中 六 不

の 進 条 動「
翌 計 半 百 産
日 画 島 分 次 取
か に 地 の の 得
ら 記 域 四 各 税
起 載 内 」 号 の
算 さ に と の 不

第 三 二 一 該
六 各
条 初 初 初 号
を 年 年 年 に
次 の の 又 掲
の 翌 翌 は げ
よ 々 年 初 る
う 年 又 年 割

額 の 業 設 と
に 各 の 備 き
つ 年 用 は（
い 又 に 以 、
て は 供 下 そ
、 各 し こ の
山 事 た の 取
口 業 日 項 り

六 四
条 条
に 」
規 を
定 「
す 第
る 四
」 条
を 第

一「
第 項
六 又

取 得 設 日 地
得 に し ま 域
に つ 、 で 内
限 い 又 に（
る て は 同 お
。 は 増 日 い
） 、 設 ま て

そ し で 、
の た に 認
取 者 同 定
得 に 条 事
の つ 第 業

し れ お あ い 均
て た い る ず 一
一 同 て の れ 課
年 法 、 は か 税
以 第 特 、 に ）
内 九 別 該「
に 条 償 百 当
当 の 却 分 す
該 二 設 の る
土 第 備 〇 家
地 二 で ・ 屋
を 項 あ 四 及

に 又 は 度 合
改 は 初 を
め 初 年 二 乗
る 年 度 分 じ
。 度 の の て

の 翌 一 得
翌 年 た
々 度 税
年 率
度 四 に

分 よ
八 の り

県 年 の 及 消
税 度 属 び さ
賦 に す 第 れ
課 係 る 六 た
徴 る 年 条 日
収 所 第 の（
条 得 以 二 前
例 金 下 号 日
第 額 こ に ま
四 又 の お で
十 は 項 い ）
四 収 に て の

条 は
各 第
号 二
の 項
い 」
ず に
れ 改
か め
に る
該 。
当

日 い 六 者
の て 項 で
翌 、 の あ
日 当 規 つ
か 該 定 て
ら 特 に 、
起 別 よ 地
算 償 り 域
し 却 当 再
て 設 該 生
一 備 認 法

敷 第 る 」 び
地 四 家 と そ
と 号 屋 す の
す に 及 る 敷
る 掲 び 。 地
当 げ そ で
該 る の あ
家 計 敷 る
屋 画 地 土
の 期 で 地
建 間 あ の

分 三 、
の 事
七 業

税
を
課
す
る
。

条 入 お 間「
の 金 い 特 に
規 額 て 別 、
定 の 償 地「
に う 初 却 域
か ち 年 設 再
か 、 」 備 生
わ 当 と 」 法
ら 該 い と 第
ず 特 う い 十
、 別 。 う 七

す
る
」
に
改
め
る
。

年 で 定 第
以 あ を 十
内 る 取 七
に 家 り 条
当 屋 消 の
該 及 さ 二
土 び れ 第
地 そ た 三
を の と 項
敷 敷 き の
地 地 は 規

設 の る 取
の 初 土 得
着 日 地 に
手 以 の 係
が 後 取 る
あ の 得 不
つ 取 動（
た 得 半 産
場 に 島 取
合 限 振 得
に り 興 税

同 償 ） 。 条
条 却 又 ） の
に 設 は を 六
規 備 事 新 の
定 に 業 設 地
す 係 年 し 方
る る 度 、 公
税 も 又 共（
率 の 以 は 団
に と 下 増 体
、 し こ 設 等

と で 、 定
す あ そ に
る る の 基
当 土 取 づ
該 地 り く
家 の 消 認
屋 取 さ 定
の 得 れ を
建 た 受（
設 公 日 け
の 示 の た

お 、 法 に
け か 第 つ
る つ 九 い
当 、 条 て
該 土 の は
土 地 五 、
地 の 第 山
の 取 一 口
取 得 項 県
得 に に 税
に つ 規 賦

次 て の し を
の 同 項 た 定
各 令 に 者 め
号 第 お に る
に 三 い つ 省
掲 条 て い 令
げ に て 第「
る 規 初 は 二
年 定 年 、 条
又 す 度 当 第
は る 」 該 一

二
九

着 日 前 日
手 以 日 か
が 後 ま ら
あ の で 同
つ 取 ） 日
た 得 の の
場 に 間 翌
合 限 に 日
に り 、 以
お 、 特 後

限 い 定 課
る て す 徴
。 は る 収
） 、 認 条

そ 定 例
の 産 第
取 業 五
得 振 十
の 興 五
日 促 条

年 と と 特 号
度 こ い 別 に
の ろ う 償 規
区 に 。 却 定
分 よ ） 設 す
に り 以 備 る
応 計 降 を 特
じ 算 三 当 別
、 し 年 該 償
当 た 間 事 却
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第 （
一 山

別 条 口
表 県
第 山 使
一 口 用
の 県 料

使 手
の 用 数

山
口 山
県 平 口

山 条 成 県
口 例 二 使
県 第 十 用
使 五 七 料
用 十 年 手
料 五 十 数

２ （
施 着 経 経
行 手 過 平 過
の す す 成 措
日 る る 二 置
か 前 日 十 ）
ら に 以 七
一 」 前 年
月 と に 十

１ （
及 施 附
び こ 行 則
第 の 期 附 第
六 条 日 五
条 例 等 則 項

は ） 中（
同 、 「
条 公 第

表 料 料
三 手 条
の 数 例
二 料 の
の 条 一
項 例 部
の 改（
次 昭 正
に 和 ）
次 三
の 十
よ 一

手 号 二 料
数 月 条
料 二 例
条 十 及
例 二 び
及 日 風
び 俗
風 営
俗 業
営 等
業 の
等 規

以 あ 当 月
内 る 該 二
に の 設 日
」 は 備 以
と 、 の 後
す 建 に「
る 過 設 改
。 疎 に 正

地 着 後
域 手 の
等 し 条
に た 例

第 布 六
一 の 条
号 日 」
に か を
係 ら 「
る 施 第
部 行 六
分 し 条
を 、 第
除 改 一
く 正 号
。 後 」

う 年
に 山
加 口
え 県
る 条
。 例

第
一
号
）
の

の 制
規 及
制 び
及 業
び 務
業 の
務 適
の 正
適 化
正 等
化 に

お も 第
け の 四
る に 条
県 対 第
税 す 二
の る 項
特 改 又
例 正 は
に 後 第
関 の 六
す 条 条

） の に
の 過 改
規 疎 め
定 地 る
は 域 。
、 等
平 に
成 お
二 け
十 る
七 県

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

等 関
に す
関 る
す 条
る 例
条 の
例 一
の 部
一 を
部 改
を 正

る 例 第
条 第 二
例 七 号
の 条 の
一 の 規
部 規 定
を 定 に
改 の 該
正 適 当
す 用 す
る に る

年 税
十 の
月 特
二 例
日 に
か 関
ら す
適 る
用 条
す 例
る

る
。

改 山 す
正 る口す 条
る 県 例
条 を知例 こ

事 こ
に
公

村 布
す

条 つ 行
例 い 為

て を（
平 は し
成 、 た
二 同 者
十 条 で
七 中 こ
年 の「
山 当 条
口 該 例

（
。 以

下
「
改
正
後
の
条
例
」
と

る
岡 。

嗣

政

県 設 の
条 備 施
例 又 行
第 は の
五 施 日
十 設 か
四 の ら
号 建 一
） 設 月
の に を

い
う
。
）
第
四
条
第
二
項

三
〇
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三三
の

す許食特
る可店定
事等営遊
務に業興
関の飲

数更構
料承造
認設
等備
手変所

備営 の者
の業 承で
変所 認あ

の 更の る

の者 の特
承で 相定
認あ 続遊
る の興

２
加 受 お
算 け い 風

備
１

と の 考
す 許 許書 の構 法

換 承造 人
え 認又 の

は 分
設 割

法 承飲
人 認食
の 店
合 営
併 業

し よ て 俗
た う 準 営
金 と 用 業
額 す す 等
と る る の
す 場 同 規
る 合 法 制
。 の 第 及

手 四 び
数 条 業
料 第 務

る 可 可
。 に を

係 受
る け
手 よ
数 う
料 と
の す
金 る
額 者
は が

一 一 一
件 件 件
に に に
つ つ つ
き き き

一 一
件 件
に に
つ つ
き き

の 三 の
金 項 適
額 の 正
は 規 化
、 定 等一 前 が に件 記 適 関に の 用 すつ 手 さ るき 数 れ 法
料 る 律

、 同
前 時
記 に
の 他
手 の
数 許
料 可
の を
金 受
額 け
か よ百（

円一
を件
加増
算す
しご

九 たと
千 千 額に一
四 九 ）三万
百 百 千千
円 円 三円

百 百（ （
円一 円一
を件 を件
加増 加増
算す 算す
しご しご
たと たと八
額に一 額に千
）三万 ）三六
千千 千百
三円 八円

の 営 第
金 業 三
額 所 十
に に 一
六 つ 条
千 い の
八 て 二
百 許 十千 円 可 三百 を を に円

ら う
八 と
千 す
円 る
を 場
減 合
じ の
た 当
金 該
額 他

三
一
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法
第
十
三
条
第

第
第 四 第 六 五
五 号 四
条 」 条 特 特
第 に 第 定 定
一 改 一 遊 遊
項 め 項 興 興
及 る 第 飲 飲

第
一 に 十 二

第 項 、 一 第 条
二 」 条 一「
条 に 並 の 条 風
中 改 び 二 中 俗
第 め に 十 営「
六 る 第 三 第 業
号 。 三 及 四 等

（
風 分
俗 中 別
営 表「
業 第 第
等 十 二
の 条 の
規 の 四
制 二 の

一
項
た
だ
し
書
の
条
例
で
定
め

び 。 一 食 食
第 号 店 店
二 中 営 営
項 業 業「
を 第 者
次 二 法
の 条 法 第
よ 第 第 二
う 一 二 条
に 項 条 第
改 第 第 十
め 八 十 一

を 十 び 条 の
第 三 」 第 規
八 条 を 二 制
号 第 加 項 及
と 四 え 第 び
し 項 、 二 業
、 」 号 務「
第 を 、 」 の
五 第 の 適「
号 、 二 下 正
を 第 十 に 化
第 三 二 等

及 」 項
び を 風
業 俗「
務 第 営
の 十 業
適 四 許
正 条 可
化 」 申
等 に 請
に 改 手
関 め 数
す る 料

付営特 営特
業例 業例
者特 者特
認定 の定

る
時
は
、
午
前
一
時
と
す
る

る 号 二 項
。 」 項 に

を に 規
規 定「

第 定 す
二 す る
条 る 特
第 特 定
一 定 遊
項 遊 興
第 興 飲

「
七 十 条 に（
号 一 第 法 関
と 条 五 第 す
し の 号 三 る
、 二 」 十 条
第 十 を 一 例
四 三 条「 （
号 に の 昭（
の お 法 二 和
次 い 第 十 五
に て 三 三 十

る 。 に
条 関
例 す
の る
一 部
部 分
改 の
正 備
） 考

１
中

定遊 認遊
証興 定興
の飲 飲
再食 食
交店 店

。 五 飲 食
号 食 店
」 店 営
に 営 業
改 業 を
め 者 い
、 を う
同 い 。
条 う
第 。
二

次 準 十 に 九
の 用 一 お 年
二 す 条 い 山
号 る の て 口
を 法 二 準 県
加 第 十 用 条
え 十 三 す 例
る 三 に る 第
。 条 お 場 二

第 い 合 十
二 て を 二

「
第 一七 人条 一」 時を 間「 に第 つ八 き条
」

一 一
件 件
に に
つ つ
き き

項
中
「
第
二
条
第
一
項
第
七

項 準 含 号
、 用 む ）
第 す 。 の
三 る ） 一
十 場 」 部
三 合 を を
条 を 、 次
第 含 の「
四 む 第 よ
項 。 十 う
並 ） 五 に
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第 め め 。 日
二 る 、 ま
条 。 で「
第 午 、
一 前 八
項 一 月
第 時 十
七 ま 四
号 で 日
」 風 か

数
値
は
、
別
表
第
二
の
上
欄

で
の
時
間
に
お
い
て
は
、
そ

支 を 地
援 除 域
施 く は
設 。 、
、 ） 別
児 と 表
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丁 一 南 国 府
目 丁 市 市 市
、 目 川 麻 緑
新 、 端 里 町

三 二 一
の 町 区
区 山 、 宇 域 下
域 口 上 関部

市 町 市市
泉 一 細新
都 丁 江天

別
表
第 備 目六 考 、る（ 御第 。 こ 幸十 の 通四 表 一

六
町 糀 め
二 町 周 る
丁 一 南 も
目 丁 市 の
、 目 川 に
新 、 端 限

丁
目
、
御
幸
通
二
丁
目
、
有

町 糀 町 布 一
一 町 一 町 丁
丁 二 丁 二 目
目 丁 目 丁 、
、 目 、 目 天
新 、 川 、 神
町 飯 端 麻 一
二 島 町 里 丁
丁 町 二 布 目
目 一 丁 町 、
、 丁 目 三 栄

町 目 町町
、 、 一一
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一 町 一 。
丁 二 丁 ）
目 丁 目
、 目 、
新 、 川
町 飯 端
二 島 町
丁 町 二
目 一 丁
、 丁 目

楽
町
、
本
町
一
丁
目
、
栄
町

銀 目 、 丁 町
南 、 昭 目 一
街 飯 和 、 丁
、 島 通 麻 目
銀 町 一 里 、
座 二 丁 布 戎
一 丁 目 町 町
丁 目 、 六 一
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算 手 再 金 場デ
し 数 生 額 合ィ
た 料 装 に にス
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す
る
条
例
（
平

の 成 に 発
特 二 係 行
例 十 る に
に 八 電 係
関 年 子 る
す 一 計 電
る 月 算 子
条 一 機 計
例 日 処 算
の か 理 機
一 ら 等 処
部 施 に 理

号 二 に
月 係
二 る
十 電
二 子
日 計

算
機
処
理
等
に

県
県知

事庁

成
十
二
年
山
口
県
条
例
第
二

改 行 係 等
正 す る に
） る 手 係

。 数 る
料 手
等 数
に 料
関 等
す に
る 関
条 す

係
る
手
数
料
等
に
関
す
る
条

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

例 る
条（

平 例
成 を
十 廃
五 止
年 す
山 る
口 条
県 例
条

例
を
廃
止
す
る
条
例
を
こ
こ

改
正
す
る
。

例
第
六
十
一
号
）
は
、
廃
止

山 に
公口 布

県 す
る知 。

事

村

す
る
。

岡

嗣

政

三
八


